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１ 国が示す都市機能誘導区域・誘導施設設定の考え方 

都市機能誘導区域は、福祉・医療・商業等の都市機能を

中心拠点や生活拠点に誘導・集約し、サービスの効率的な

提供を図る区域です。都市計画運用指針では、「一定程度

の都市機能が充実している範囲で、かつ、徒歩や自転車等

によりそれらの間が容易に移動できる範囲」に設定する考

え方が示されています。 

誘導施設は、地域の特性に応じ、立地を誘導する都市

機能増進施設です。都市計画運用指針では、「居住者の

共同の福祉や利便の向上を図る医療・福祉・商業・行政

施設」を設定する考え方が示されています。 

 

 

都市機能誘導区域 

【基本的な考え方】 

○一定のエリアと誘導施設機能、当該エリア内において講じられる支援措置を事前明示すること

により、具体的な場所は問わずに、生活サービス施設の誘導を図るもの 

○原則として、都市機能誘導区域は、居住誘導区域内において設定されるもの 

○医療・商業・福祉等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、こ

れらの各種サービスの効率的な提供が図られるよう定めるべきもの 

【設定することが考えられる区域】 

○都市全体を見渡し、鉄道駅に近い業務、商業などが集積する地域等、都市機能が一定程度充実

している区域 

○周辺からの公共交通によるアクセスの利便性が高い区域等、都市の拠点となるべき区域 

【区域の規模】 

○一定程度の都市機能が充実している範囲で、かつ、徒歩や自転車等によりそれらの間が容易に

移動できる範囲 

誘導施設 

【基本的な考え方】 

○誘導施設は都市機能誘導区域ごとに立地を誘導すべき都市機能増進施設を設定するものであり、

当該区域に必要な施設を設定することとなるが、具体の整備計画のある施設を設定することも

考えられる。この際、当該区域及び都市全体における現在の年齢別の人口構成や将来の人口推

計、施設の充足状況や配置を勘案し、必要な施設を定めることが望ましい。 

【誘導施設の設定】 

○誘導施設は、居住者の共同の福祉や利便の向上を図るという観点から、 

・病院・診療所等の医療施設、老人デイサービスセンター等の社会福祉施設、小規模多機能型居

宅介護事業所、地域包括支援センターその他の高齢化の中で必要性の高まる施設 

・子育て世代にとって居住場所を決める際の重要な要素となる幼稚園や保育所等の子育て支援施

設、小学校等の教育施設 

・集客力がありまちのにぎわいを生み出す図書館、博物館等の文化施設や、スーパーマーケット

等の商業施設 

・行政サービスの窓口機能を有する市役所支所等の行政施設などを定めることが考えられる。  

国が示す都市機能誘導区域・誘導施設設定の考え方 ～都市計画運用指針より～ 

：都市機能誘導区域 
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２ 町田市における都市機能誘導区域・誘導施設設定の考え方 

町田市における都市機能誘導区域及び誘導施設は、町田市都市づくりのマスタープランに基づ

く「拠点」及びそれに応じた「都市機能」に沿って設定します。 

都市機能誘導区域を設定すべき「拠点」は、周辺住民の日常生活を支える「都市機能」の集積

を維持・育成するとともに、社会のニーズに応じた都市の魅力を上げる「都市機能」を集積する

ことにより、都市の多機能化・高度化を図る必要があります。 

そのため、町田市都市づくりのマスタープランが目指すまちづくりの観点と、これまでのまち

づくりの蓄積や都市機能の集積における現況配置の観点の２つの観点から、「拠点」と「都市機

能」を絞り込みます。 

町田市立地適正化計画では、絞り込んだ「拠点」及び「都市機能」のうち、基盤整備や都市計

画手法の活用、財政支援など、一定の公共関与が必要な都市拠点を都市機能誘導区域の対象とし、

都市の魅力をあげる誘導施設を設定します。 

なお、拠点のうち「忠生」周辺については、『暮らしのかなめ ー 新しく創る ー 』として、多

摩都市モノレール導入空間である道路沿道などに、暮らしを支える生活利便施設などの都市機能

の育成をします。また、モノレール新駅の想定がされたタイミングでは、交通ネットワークが充

実した、人・モノ・文化が交流するにぎわいある都市拠点を目指すための施策に取り組んでいき

ます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■まちの“つくり”拠点 

 

  

それぞれの地域の特徴を活かして暮らし続けて

いくためには、日常の生活に必要な買い物や用事

などを済ますことができる場所が必要です。 

そういう場所を「暮らしのかなめ」と名付け地

域のみんなで支え育んでいきます。 

■ 暮らしのかなめ  

― 今あるものを支え育む ― 

 

■まちの“もよう”日々の暮らしを支える場 まちの“もよう” 
（暮らしとかなめの図） 

■ 暮らしのかなめ 

― 新しく創る ― 

●多摩都市モノレール 

の沿線は新たに形成さ 

れる「暮らしのかなめ」 

になります。 

住宅地内や通り沿いの 
「暮らしのかなめ」 

主要な駅周辺の 

「暮らしのかなめ」 

身近な駅周辺の 
「暮らしのかなめ」 

 「拠点」は、市民や町田市を訪れる人々が 

「働く・学ぶ・交流する・憩う・楽しむ・体験 

する」などの多様な都市活動を実践できる舞台 

です。人を惹きつけ、新しいものが生み出され、 

つながる、魅力と活力にあふれた場所です。 

これまでのまちづくりの蓄積や都市機能の集 

積、多様な交通結節機能などから生み出される 

人々の活力と、公園などのみどりが融合したに 

ぎわいと潤いにあふれた町田の拠点を創り育て 

ていきます。 

■ 広域都市拠（町田駅周辺の市街地） 

■ にぎわいとみどりの都市拠点 

まちの“つくり” 
（拠点と軸の図） 

生活拠点 

連携拠点 

周辺拠点 

■ 生活拠点 

鶴川駅 周辺 

多摩境駅 周辺 

南町田グランベリーパーク駅 周辺 

忠生 周辺 モノレール駅（想定） 

相原駅 周辺 

成瀬駅 周辺 

玉川学園前駅 周辺 

木曽山崎 周辺 
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ＳＴＥＰ０ 都市機能誘導区域の対象区域 

 原則として、「居住誘導区域内」において都市機能誘導区域を設定します。 

 

ＳＴＥＰ１ 目指すまちづくりの観点から（拠点と都市機能） 

 町田市都市づくりのマスタープランには、市民や町田市を訪れる人々が多様な都市活動を実践できる舞台 

として、「拠点」を掲げています。拠点は、買い物・飲食・病院などの日々の暮らしや活動を支える都市 

機能の維持・育成を図ることに加え、地域の特徴やライフスタイルの変化等に伴い、非日常の目的を果た 

すための高度な都市機能が求められています。そこで、以下の拠点と都市機能を大きく２つに分類します。 

 

① 広域都市拠点 

② にぎわいとみどりの都市拠点 

 ③ 生活拠点 

④ 暮らしのかなめ 

・広域から人を集める商業施設や文化機能、業務産業  
機能や宿泊機能といった、にぎわい・集客機能の集積 

 ・地域を支える生活利便施設の 
維持・育成 

   

 

都市機能誘導区域・誘導施設の設定フロー 

ＳＴＥＰ２ 現況配置の観点から（拠点と都市機能） 

 拠点における施設の立地状況を見ることで、都市機能の一定の集積を維持するとともに、社会ニーズに応

じた利便性を向上させるために誘導が必要な都市機能を抽出します。 

 

① 広域都市拠点 

② にぎわいとみどりの都市拠点 

 ③ 生活拠点 

④ 暮らしのかなめ 

・これまでの商業のにぎわいに加え、消費がモノからコ
トへ移っており、エンターテイメントによるまちの新
たなにぎわい・集客力等の変化への対応が必要です。 

 ・周辺の住宅地の日常生活を支え
る都市機能が市場原理で立地さ
れ、現状では充足しています。   

 

ＳＴＥＰ４ 都市機能誘導区域及び誘導施設（71ページ） 
 都市機能誘導区域は、STEP３で町田市立地適正化計画において誘導を図る拠点のうち、下記条件

を踏まえた区域に設定します。 
１．拠点中心から回遊する範囲 ：駅を中心とした半径 800ｍ（一般的な徒歩範囲） 
２．誘導施設の立地が適した区域：商業地域、近隣商業地域 
３．各拠点の状況を考慮した区域：地形地物、現況施設、まちづくり計画など 

【都市機能誘導区域】 
・町田駅周辺地区 
・南町田グランベリーパーク駅周辺地区 
・鶴川駅周辺地区 
・多摩境駅周辺地区 

 誘導施設は、拠点を創り育てるために求められるニーズを考慮して設定します。 

【誘導施設】 
・大規模商業機能：多様な機能が複合的に集積した「大規模商業施設（10,000㎡超）」 
・文化機能：エンターテイメント等、人の集客拠点となる「映画館」・「音楽・演劇ホール」 

 

（エリアA）広域都市拠点、 
にぎわいとみどりの都市拠点 

ＳＴＥＰ３ ２つの観点から（拠点と都市機能） 

 より多くの人々が訪れ、まちの賑わいが一層向上するようなにぎわい・集客機能の誘導にあたっては、基

盤整備や都市計画手法の活用、財政支援など、一定の公共関与を図る必要があるため、町田市立地適正化

計画における「都市機能誘導区域」及び「誘導施設」は、以下の「拠点」及び「都市機能」に絞ります。 

  
町田市立地適正化計画において誘導  その他の拠点・都市機能 

拠点 
① 広域都市拠点 

② にぎわいとみどりの都市拠点 

 ・日常生活を支える都市機能 

・大規模敷地が必要な都市機能 

・歴史的背景のある都市機能 

・立地適正化計画が対象としない都市

機能       など 
都市機能 

・大規模商業機能 
・文化機能 
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３ 都市機能誘導区域・誘導施設 

前頁の都市機能誘導区域の設定条件を踏まえ、条件に該当する以下の箇所を都市機能誘導区域に設定します。また、各都市機能誘導区域については、下表の誘導施設を設定し、拠点を創り育てていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 凡例  

      都市機能誘導区域※ 

   居住誘導区域（市街化区域※） 

   市街化調整区域 

□ 行政区域 

〇 鉄道駅     
□■□  鉄軌道 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 町田市における都市機能誘導区域・誘導施設 

都市機能 
誘導区域 

 
誘導施設 

町田駅 
周辺地区 

南町田グラン
ベリーパーク
駅周辺地区 

鶴川駅 
周辺地区 

多摩境駅 
周辺地区 

大規模商業施設
(10,000㎡超) 

★＊ ★ ☆ ☆ 

映画館 ☆＊ ★ ☆ ☆ 

音楽・演劇ホール ★＊ ☆ ★ ☆ 

 

 

 

都市機能誘導区域 

多摩境駅周辺地区 

拡大図－４：76ページ参照 

 

都市機能誘導区域＊ 

町田駅周辺地区 

拡大図－１：73ページ参照 

都市機能誘導区域 

南町田グランベリー 
パーク駅周辺地区 

拡大図－２：74ページ参照 

 

都市機能誘導区域 

鶴川駅周辺地区 

拡大図－３：75ページ参照 

 

※以下は居住誘導区域及び都市機能誘導区域から除外 
 

・市街化調整区域 

・保安林 

・土砂災害特別警戒区域 

・急傾斜地崩壊危険区域 
■：市街化調整区域 

■：市街化区域 

■：土砂災害特別警戒区域 

■：保安林 

■：急傾斜地崩壊危険区域 

図 都市機能誘導区域・誘導施設 

★：誘導施設に設定 
【区域内に立地している施設】 

☆：誘導施設に設定 
【区域内に立地していない施設】 

＊：積極的な誘導 

町田駅（小田急線） 

南町田 
グランベリー 
パーク駅 

すずかけ台駅 

つくし野駅 

成瀬駅 

玉川学園前駅 

鶴川駅 

多摩境駅 

相原駅 

町田駅（ＪＲ） 
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都市機能誘導区域 拡大図－１ 

町田駅周辺地区 

■町田駅周辺地区における都市機能誘導 
 町田駅周辺地区は、町田市都市づくりのマスタープランにおいて、「町田駅周辺の商業地を多機能
化・ウォーカブルなまちにするプロジェクト」を掲げ、町田市の都市づくりをけん引する分野横断的な
取組を進めるエリアとして位置づけられています。さらに、「町田駅周辺開発推進計画」を2024年６月
に策定し、個性ある店舗や魅力あふれる商店街など、今ある町田らしい資源も活かしつつ、官民が連携
しながら、さらに多様な魅力を持つまちへと転換していくことを目指すため、積極的にまちに人を集め
る集客装置としてにぎわいの核となる都市機能の導入を図ります。 

■都市機能誘導区域の設定 

都市機能誘導区域設定条件の該当箇所は、町田駅周辺の商業用地及び各種都市機能を概ね包含してい
ます。運行本数の多いバス路線沿いは、設定条件の非該当箇所であっても都市機能の立地が見られ、連
続性のある市街地になっています。 
これを踏まえ、都市機能誘導区域の設定条件を包含させることを基本としながら、近傍の用途地域界

等を境界とする以下の箇所を、町田駅周辺地区の都市機能誘導区域として設定します。 

 

【区域】 
□  行政区域 
■ 都市機能誘導区域 
―― 道路縁 
【公共交通】 
 〇  鉄道駅 
□■□                鉄道路線 
 〇  バス停留所 
バスルート 
――  30本未満 
――  30本以上 60本未満 
――  60本以上 90本未満 
――  90本以上 120本未満 
―― 120本以上 
 

【都市機能】 
行政施設（2025年４月時点） 
 ●  市役所、市民センター、連絡所 
医療施設（2025年４月時点） 
 ■  病院 
 ■  診療所 
高齢者福祉施設（2025年４月時点） 
   高齢者福祉センター、高齢者交流施設 
子育て施設（2025年４月時点） 
 ★ 子どもセンター、子どもクラブ 
 ★ 保育園、幼稚園、認定こども園 
教育系施設（2025年４月時点） 
 ▲  生涯学習施設 
 ▲ 図書館 
 ▲ 美術館・博物館等 
 ▲ 大学、各種学校 

 
市民文化系施設（2025年４月時点） 
   市役所（コミュニティ機能） 
  コミュニティセンター 
  音楽・演劇ホール 
商業施設（2025年４月時点） 
 ◆  スーパーマーケット 
 ◆  コンビニエンスストア 
 ◆  ショッピングセンター、百貨店 
金融施設（2025年４月時点） 
   銀行、その他の金融機関、郵便局 
 

【用途地域】 
  第一種低層住居専用地域 
 第二種低層住居専用地域 
 第一種中高層住居専用地域 

   第二種中高層住居専用地域 
    第一種住居地域 
    第二種住居地域 
   準住居地域 
   近隣商業地域 
   商業地域 
   準工業地域 
   工業地域 

 

  
2025年４月時点 調査図 
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都市機能誘導区域 拡大図－２ 

南町田グランベリーパーク駅周辺地区 

■南町田グランベリーパーク駅周辺地区における都市機能誘導 
南町田グランベリーパーク駅周辺地区は、町田市都市づくりのマスタープランにおいて、鶴間公園と

商業施設が一体的に立地する特性を活かしながら、多様な暮らし方や働き方を受け止める都市機能がコ
ンパクトに集積した都市拠点を目指しています。さらに、官民連携で「ウォーカブルなまちづくり」に
取り組み、今後も誰もが”来たくなる、ワクワクする”ウォーカブルな都市空間の形成を目指すため、
地区計画などを活用しながら、大規模商業施設や映画館など都市機能の維持・育成を図ります。 

■都市機能誘導区域の設定 
都市機能誘導区域設定条件の該当箇所は、駅南側の南町田グランベリーパーク内の各種都市機能集積

箇所を包含しています。 
これを踏まえ、都市機能誘導区域の設定条件に基づき、近傍の用途地域界を境界とする以下の箇所

を、南町田グランベリーパーク駅周辺地区の都市機能誘導区域として設定します。 

 
【区域】 
□  行政区域 
■ 都市機能誘導区域 
―― 道路縁 
【公共交通】 
 〇  鉄道駅 
□■□                鉄道路線 
 〇  バス停留所 
バスルート 
――  30本未満 
――  30本以上 60本未満 
――  60本以上 90本未満 
――  90本以上 120本未満 
―― 120本以上 

 

【都市機能】 
行政施設（2025年４月時点） 
 ●  市役所、市民センター、連絡所 
医療施設（2025年４月時点） 
 ■  病院 
 ■  診療所 
高齢者福祉施設（2025年４月時点） 
   高齢者福祉センター、高齢者交流施設 
子育て施設（2025年４月時点） 
 ★ 子どもセンター、子どもクラブ 
 ★ 保育園、幼稚園、認定こども園 
教育系施設（2025年４月時点） 
 ▲  生涯学習施設 
 ▲ 図書館 
 ▲ 美術館・博物館等 

 ▲ 大学、各種学校 

 
市民文化系施設（2025年４月時点） 
   市役所（コミュニティ機能） 
  コミュニティセンター 
  音楽・演劇ホール 
商業施設（2025年４月時点） 
 ◆  スーパーマーケット 
 ◆  コンビニエンスストア 
 ◆  ショッピングセンター、百貨店 
金融施設（2025年４月時点） 
   銀行、その他の金融機関、郵便局 

 

【用途地域】 
  第一種低層住居専用地域 
 第二種低層住居専用地域 
 第一種中高層住居専用地域 

   第二種中高層住居専用地域 
    第一種住居地域 
    第二種住居地域 
   準住居地域 
   近隣商業地域 
   商業地域 
   準工業地域 
   工業地域 

 

  
2025年４月時点 調査図 
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都市機能誘導区域 拡大図－３ 

鶴川駅周辺地区 

■鶴川駅周辺地区における都市機能誘導 
鶴川駅周辺地区は、町田市都市づくりのマスタープランにおいて、道路や駅前広場など土地区画整理事

業などに伴う再編により、安全で便利な交通結節機能の向上を活かしながら、商業施設や文化交流施設、
住宅などが集積したにぎわいのある都市拠点を目指しています。この地区では、公共施設である和光大学
ポプリホール鶴川で、支所・図書館のほか「音楽・演劇公演」や「映画上映」などに活用されており、周
辺の商業施設や自然・文化資源を結ぶ快適な歩行者ネットワークによる回遊性の高い都市空間の形成を目
指すため、地区計画などを活用しながら、商業施設や公共施設などの都市機能の維持・育成を図ります。 

■都市機能誘導区域の設定 
都市機能誘導区域設定条件該当箇所は、鶴川駅周辺の商業用地及び各種都市機能を概ね包含していま

す。都市機能は鶴川駅北側の商業地域及び近隣商業地域内の集積性が高く、それよりも遠い箇所（鶴川街
道沿いの準住居地域内）への立地は少ない状況です。 
これを踏まえ、都市機能誘導区域の設定条件を包含させることを基本としながら、近傍の用途地域界を

境界とする以下の箇所を、鶴川駅周辺地区の都市機能誘導区域として設定します。 

 
【区域】 
□  行政区域 
■ 都市機能誘導区域 
―― 道路縁 
【公共交通】 
 〇  鉄道駅 
□■□                鉄道路線 
 〇  バス停留所 
バスルート 
――  30本未満 
――  30本以上 60本未満 
――  60本以上 90本未満 
――  90本以上 120本未満 
―― 120本以上 

 

【都市機能】 
行政施設（2025年４月時点） 
 ●  市役所、市民センター、連絡所 
医療施設（2025年４月時点） 
 ■  病院 
 ■  診療所 
高齢者福祉施設（2025年４月時点） 
   高齢者福祉センター、高齢者交流施設 
子育て施設（2025年４月時点） 
 ★ 子どもセンター、子どもクラブ 
 ★ 保育園、幼稚園、認定こども園 
教育系施設（2025年４月時点） 
 ▲  生涯学習施設 
 ▲ 図書館 
 ▲ 美術館・博物館等 

 ▲ 大学、各種学校 

 
市民文化系施設（2025年４月時点） 
   市役所（コミュニティ機能） 
  コミュニティセンター 
  音楽・演劇ホール 
商業施設（2025年４月時点） 
 ◆  スーパーマーケット 
 ◆  コンビニエンスストア 
 ◆  ショッピングセンター、百貨店 
金融施設（2025年４月時点） 
   銀行、その他の金融機関、郵便局 

 

【用途地域】 
  第一種低層住居専用地域 
 第二種低層住居専用地域 
 第一種中高層住居専用地域 

   第二種中高層住居専用地域 
    第一種住居地域 
    第二種住居地域 
   準住居地域 
   近隣商業地域 
   商業地域 
   準工業地域 
   工業地域 

 

2025年４月時点 調査図 
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都市機能誘導区域 拡大図－４ 

多摩境駅周辺地区 

■多摩境駅周辺地区における都市機能誘導 
多摩境駅周辺地区は、町田市都市づくりのマスタープランにおいて、多摩ニュータウンにより整えら

れた道路等の都市基盤やみどりを活かしながら、多摩境通り沿いの大規模店舗をはじめとする生活利便
施設、中高層住宅地を中心とした、潤いのある便利な都市拠点を目指しています。また、大規模商業施
設や映画館などがある橋本駅や南大沢駅の中間駅であり、広域連携拠点等の位置づけとして都市機能の
バランスを見ながら都市機能の誘導を図ります。特に、開業するリニア中央新幹線の神奈川県駅から多
摩地域への玄関口として、さまざまなイノベーションが生まれる都市機能の集積を図ります。 

■都市機能誘導区域の設定 
都市機能誘導区域設定条件該当箇所は、多摩境駅周辺の商業用地及び各種都市機能を概ね包含してい

ます。また、駅の東西に通る道路の沿道には、ホームセンターや飲食店なども立地しています。 
これを踏まえ、都市機能誘導区域の設定条件に基づき、近傍の用途地域界を境界とする以下の箇所

を、多摩境駅周辺地区の都市機能誘導区域として設定します。 

 

【区域】 
□  行政区域 
■ 都市機能誘導区域 
―― 道路縁 
【公共交通】 
 〇  鉄道駅 
□■□                鉄道路線 
 〇  バス停留所 
バスルート 
――  30本未満 
――  30本以上 60本未満 
――  60本以上 90本未満 
――  90本以上 120本未満 
―― 120本以上 

 

【都市機能】 
行政施設（2025年４月時点） 
 ●  市役所、市民センター、連絡所 
医療施設（2025年４月時点） 
 ■  病院 
 ■  診療所 
高齢者福祉施設（2025年４月時点） 
   高齢者福祉センター、高齢者交流施設 
子育て施設（2025年４月時点） 
 ★ 子どもセンター、子どもクラブ 
 ★ 保育園、幼稚園、認定こども園 
教育系施設（2025年４月時点） 
 ▲  生涯学習施設 
 ▲ 図書館 
 ▲ 美術館・博物館等 

 ▲ 大学、各種学校 

 
市民文化系施設（2025年４月時点） 
   市役所（コミュニティ機能） 
  コミュニティセンター 
  音楽・演劇ホール 
商業施設（2025年４月時点） 
 ◆  スーパーマーケット 
 ◆  コンビニエンスストア 
 ◆  ショッピングセンター、百貨店 
金融施設（2025年４月時点） 
   銀行、その他の金融機関、郵便局 

 

【用途地域】 
  第一種低層住居専用地域 
 第二種低層住居専用地域 
 第一種中高層住居専用地域 

   第二種中高層住居専用地域 
    第一種住居地域 
    第二種住居地域 
   準住居地域 
   近隣商業地域 
   商業地域 
   準工業地域 
   工業地域 

 

連携拠点 
（町田市都市づくりのマスタープラン） 

2025年４月時点 調査図 
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４ その他の都市機能 

町田市のこれまでの施策や都市計画の適正運用等で、立地適正化計画で定める都市機能のうち、

商業・医療・介護福祉・教育・子育て・金融・地域交流などのまちの“もよう”における地域の

特徴を活かした暮らしや、日々の暮らしを支える場に必要な各機能は充足しているため、引続き、

まちづくりの動き等に合わせた適時適切な都市計画制度の運用によって、都市機能の維持を図り

ます。 

また、都市拠点の業務・産業、居住、宿泊の各機能は誘導施設に該当しませんが、都市計画制

度に加えて、様々な誘導施策も活用し、誘導を図ります。 

 

■日々の暮らしを支える場 

町田市都市づくりマスタープランでは、 

それぞれの地域の特徴を活かして暮らし続

けていくため、日常生活に必要な買い物や

用事などを済ますことができる場所を「暮

らしのかなめ」としています。 

各地域の特徴を活かした暮らし、日常の

生活を不便なく送るために買い物・飲食・

病院などの日々の暮らしや活動を支える都

市機能を維持・育成します。 

暮らしのかなめとした地域には、土地利

用方針図（右図）の類型に沿った地域特性

に応じて、必要な都市機能の誘導を図りま

す。（下表） 

 

土地利用の類型 地域類型別の「暮らしのかなめ」の方針 

住宅商業共存地  

 暮らしを支える複合地 

住宅地内 

下山崎 薬師台 金井 藤の台 三輪緑山 

南大谷 森野 西成瀬 金森 木曽東 

主要な街道等の沿道 

町田街道 芝溝街道 鎌倉街道等 

住宅地内や通り沿いの「暮らしのかなめ」 

スーパーやコンビニ、かかりつけの医院、お気に入りのカフェやパン

屋、行きつけのごはん屋など、地域に根付いたお店等を維持・育成しま

す。 

また、子育てファミリーが集まる場所に使ったり、空き地で小さなマル

シェを開いたり、多機能にみんなが使いこなせる場を形成します。 

商業業務地（都市拠点） 

町田駅周辺 鶴川駅周辺  

南町田グランベリーパーク駅周辺 

多摩境駅周辺 忠生周辺 

主要な駅周辺の「暮らしのかなめ」 

町田駅や南町田グランベリーパーク駅などのように、大きな拠点として

魅力と活力にあふれた場所であると同時に、周辺の住宅地で生活する市

民にとって日々の暮らしを支える場を形成します。 

生活利便性を支える商業地 

真光寺広袴 鶴川団地 忠生・根岸 

成瀬台 つくし野 すずかけ台 

身近な駅周辺の「暮らしのかなめ」 

通勤や通学で駅を利用したり、バスなどで他の目的地に移動する人たち

も集まります。 

日々の暮らしを支えることに加えて、郵便局や銀行、学習塾や習い事の

場、医療施設やスポーツジムなど、日常生活の中で必要な用事や目的を

果たすための場を形成します。 

 生活拠点 

相原駅 成瀬駅 玉川学園前駅 木曽山崎 

 

  
町田市立地適正化計画における都市誘導の方針 

（暮らしのかなめ） 

都市機能誘導 

・地域の特徴を活かして暮らし続けるため、生活に必要な都市機能の維持・育成を図る 

低層住宅地 

（   区画整理された低層住宅地） 

中高層住宅地 

（   主な集合住宅団地） 

住宅・商業共存地 

（   暮らしを支える複合地） 

商業業務地（都市拠点） 

生活利便性を支える商業地 

（   生活拠点） 

産業市街地 

産業・住宅共存地 

樹林地・農地を中心とする地区 

主な公園・地域性緑地 

（   都市拠点において 

活用を図る公園） 

暮らしのかなめ 

大学・研究所 

供給処理施設 

     多摩都市モノレール延

伸を契機とした拠点駅

周辺まちづくり 

市街化調整区域 
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◆ コラム 公共施設について ◆ 

 居住者の日常生活を支える都市機能としては、医療、福祉、商業等の集積のほか、市民セ

ンター、学校などの公共施設も欠かせないものです。 

町田市では、「町田市公共施設再編計画」に基づき、公共施設・公共空間のより良いかた

ちを実現することで、市民生活の質の向上を図ります。 

 

 

 

  

～ 町田市公共施設再編計画 ～ 

町田市では、これからの時代にふさわしい新しい公共

施設・公共空間づくりを進めるため、2018年６月に「町

田市公共施設再編計画」を策定しました。 

町田市が進める再編は、単に施設を減らしコストダウ

ンを図るのではなく、「公共施設・公共空間のより良い

かたち」を実現することを目指しています。 

町田市では、この公共施設の再編という、今までにな

い長期的かつ大きな取組を通じて、将来的にわたってそ

こで暮らしている誰もが地域社会の中で誇りを持ち、豊

かに暮らし続けられるまちをみんなで連携して作りたい

と考えています。 

～ 町田市新たな学校づくり推進計画 ～ 

町田市では、「町田市公共施設再編計画」に基づき、

学校施設のあり方を示した「町田市新たな学校づくり推

進計画」を2021年５月に策定し、学校施設の再編を進め

ています。 

推進計画では、学校を「市民生活の拠点づくり」とし

ていくことを理念として掲げています。学校教育の場で

あると同時に、身近な避難施設としてはもちろん、地域

の方々が日常的に利用できる「地域活用型学校」と位置

づけ、その実現を目指します。 
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５ 都市機能誘導区域・誘導施設の設定 

 都市機能誘導区域及び誘導施設の設定フロー（70ページ参照）について、各ＳＴＥＰの詳細は

以下のとおりです。 
 

ＳＴＥＰ０ 対象区域 

 都市機能誘導区域は、原則として 

居住誘導区域内において設定します。 
 
 凡例 
  居住誘導区域（市街化区域※） 
  市街化調整区域 

□ 行政区域 

〇 鉄軌道駅     
□■□      鉄軌道 

※以下は居住誘導区域から除外 
・保安林 
・土砂災害特別警戒区域 
・急傾斜地崩壊危険区域 

 

ＳＴＥＰ１ 目指すまちづくりの観点から 

町田市都市づくりのマスタープランでは、地域の特徴を踏まえた２層の設計図 将来のまちの

“もよう”とまちの“つくり”に基づいて都市づくりを進めるとしています。 

１層目のまちの“もよう”（暮らしとかなめの図）では、日々の暮らしに必要な都市機能の維

持・育成の方向性を示しています。 

２層目のまちの“つくり”（拠点と軸の図）では、人を惹きつけ、新しいモノが生み出され、

つながる、魅力と活力を生む都市機能の誘導の方向性を示しています。 

目指すまちづくりの観点からは、まちの“もよう”とまちの“つくり”と連動し、表１に示す

考え方で「拠点」に「都市機能」を配置します。 

《表１ 町田市が目指す都市機能配置》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の階層分け 日常利用する施設 地域の拠点的な施設 広域利用施設 

都市機能 

介
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ェ
・
パ
ン
屋
・
飲
食
店 

高
齢
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
高
齢
者

交
流
施
設
、
障
が
い
者
福
祉
施
設 

図
書
館 

銀
行
、
郵
便
局 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー 

店
舗
（
３
千
㎡
以
上
） 

大
学
・
各
種
学
校
、
美
術
館
、
生

涯
学
習
セ
ン
タ
ー 

教
育
セ
ン
タ
ー 

病
院 

大
規
模
商
業
施
設
（
１
万
㎡
超
） 

映
画
館
、
音
楽
・
演
劇
ホ
ー
ル 

オ
フ
ィ
ス
、
研
究
所 

ホ
テ
ル
・
旅
館 

拠
点 

広域都市拠点 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
各適地 
に配置 

● ● ● ● 

にぎわいと 
みどりの都市拠点 ● ● ● ● 

生活拠点   ●  

暮らしのかなめ 
（上記以外）     

 

町田駅（小田急線） 

南町田グランベリーパーク駅 

すずかけ台駅 

つくし野駅 

成瀬駅 

玉川学園前駅 

鶴川駅 

多摩境駅 

相原駅 

町田駅（ＪＲ） 
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ＳＴＥＰ２ 現況配置の観点から 

施設の立地状況を見ると、町田市では「日常利用する施設」が広範囲にわたり立地しており、

「地域の拠点的な施設」も概ね地区協議会単位（地区毎のまちづくりを展開する基礎単位）で

充足していることから、市全域において生活利便機能が高い状況となっています。（表２） 

引き続き、都市機能の一定の集積を維持するとともに、社会ニーズに応じた利便性を向上さ

せる都市機能を誘導します。 
 

《 表２ 各拠点における都市機能の現況立地状況 》 ■：公共施設 □：民間施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の階層分け 日常利用する施設 
地域の拠点的な

施設 
広域利用施設 

類型 分散型 拠点型 適地型 拠点型 

配
置
さ
れ
て
い
る
拠
点 

広
域 

都
市
拠
点 

・
集
会
所 

・
診
療
所 

・
ス
ー
パ
ー
、
コ
ン
ビ
ニ
、
カ
フ
ェ･

パ
ン
屋･

飲
食
店 

・
保
育
園
、
幼
稚
園 

・
学
習
塾 

・
通
所
系･

訪
問
系･

入
所
系
・
小
規
模
多
機
能
施
設 

等 

・
学
童
保
育
ク
ラ
ブ
、
子
ど
も
セ
ン
タ
ー･
子
ど
も
ク
ラ
ブ 

・
小
学
校
、
中
学
校 

等 

・
店
舗
（
３
千
㎡
超
） 

・
銀
行
、
郵
便
局 

等 

・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー 

・
図
書
館 

・
高
齢
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
高
齢
者
交
流
施
設
、
障
が
い
者
福
祉
施
設 

等 

・
大
学
、
各
種
学
校 

・
美
術
館 

 

・
病
院 

・
大
規
模
商
業
施
設 

 

（
１
万
㎡
超
） 

 

・
音
楽･

演
劇
ホ
ー
ル 

・
オ
フ
ィ
ス
、
研
究
所 

・
ホ
テ
ル
・
旅
館 

に
ぎ
わ
い
と 

み
ど
り
の 

都
市
拠
点 

  

・
映
画
館 

生
活
拠
点 

  

・
病
院 

    

暮
ら
し
の 

か
な
め 

（
上
記
以
外
） 

・
美
術
館 

・
教
育
セ
ン
タ
ー 

    

そ
の
他 

 

・
大
規
模
商
業
施
設 

（
１
万
㎡
超
） 

  

・
ホ
テ
ル 

・
旅
館 

 

① 広 域 利 用 施 設 【 拠 点 型 】 
（概ね都市拠点で配置） 

（大規模敷地の必要性や歴史的背景 

などを考慮して適地に配置） 

 

 

（概ね地区協議会単位で配置） 

 

 

（概ね小中学校区単位で均等配置） 

施
設
の
階
層
分
け 

現況立地を踏まえ階層分け 

《 現況配置をもとに整理した階層分け図 》 

現況配置 
の傾向 

・音楽・演劇ホールは、広域の利用者がアクセスしやすい
都市拠点に立地しています。 

・映画館は、広域都市拠点に立地が無く、機能不足が存在
します。 

・大規模商業施設が都市拠点にあるほか、主要街道沿道へ
大型店舗が立地しています。 

・病院や美術館などは、大規模敷地の必要性や歴史的背景
などを考慮した配置となっています。 

・地域の拠点的な施設は、概ね地区協議会単位で、地域の
拠点的箇所に立地しています。 

・公共施設がバランスよく配置されていることで、各地域
で均等にサービスを享受できる環境になっています。 

現況配置 
の傾向 

現況配置 
の傾向 

・民間施設である診療所、保育園、スーパー、コンビニ等
は、市民生活と身近に接する施設であり、市場原理が働
いています。 

 市内にまんべんなく立地し、広範囲で利便性が確保され
ています。 

・公共施設である小学校・中学校等は、市内にまんべんな
く配置されています。 
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ＳＴＥＰ３ ２つの観点から 

「目指すまちづくりの観点」と「現況配置の観点」を合わせ、町田市が各拠点で維持・育成

等を図る都市機能は表３のとおりです。 

子育て機能、医療機能といった、まちの“もよう”が示す都市機能は、各拠点や暮らしのか

なめ周辺の住宅地の日常生活を支える都市機能であり、拠点やその他の範囲にも広く立地して

おり、町田市においても維持・育成を図る都市機能となっています。 

広域都市拠点、及び、にぎわいとみどりの都市拠点では都市機能の集積が高い状況です。し

かし、ライフスタイルの変化等に伴い、広域から人を集め、滞在を促す大規模商業機能、文化

機能、業務産業機能及び宿泊機能といった、非日常の目的を果たすための高度な機能が都市拠

点に求められています。また、町田駅周辺では、長い間、面的な開発が行われていないことな

どによって機能更新が進んでおらず、都市機能の質の向上が求められており、質の高い拠点を

創り育てる必要があります。 

 

まちの“もよう”で掲げる日々の暮らしや多様な活動に必要な都市機能は、「暮らしのかな

め」など、市内に広く配置されており、現状の都市機能の維持・育成を図る必要があります。 

まちの“つくり”で掲げる拠点性を向上させるための都市機能であり、都市拠点に配置すべ

き教育、金融、商業、文化、業務・産業、居住、宿泊の各機能は、拠点を多様な都市活動が実

践できる舞台とするため、誘導を図る必要があります。 

このうち、「広域都市拠点」及び「にぎわいとみどりの都市拠点」にふさわしい大規模商業

機能、文化機能を誘導するにあたっては、基盤整備や都市計画手法の活用、財政支援など、一

定の公共関与を図る必要があるため、町田市立地適正化計画において誘導を図ります。（図１） 

 

 

都市機能誘導区域を設定する拠点 

広域都市拠点 

にぎわいとみどりの都市拠点 

 

誘導施設として設定する都市機能 

大規模商業機能 

文化機能 

 

 

 

  

町田駅（小田急線） 

南町田グランベリーパーク駅 

すずかけ台駅 

つくし野駅 

成瀬駅 

玉川学園前駅 

鶴川駅 

多摩境駅 
相原駅 

町田駅（ＪＲ） 

広域都市拠点 

町田駅周辺 

にぎわいとみどりの都市拠点 

南町田グランベリーパーク駅周辺 

にぎわいとみどりの 

都市拠点 

多摩境駅周辺 

にぎわいとみどりの 

都市拠点 

鶴川駅周辺 
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《 表３ 町田市が維持・育成等を図る拠点と都市機能一覧 》 

 
まちの“もよう”  

 まちの“つくり” 

機能 

拠点 

介
護
福
祉 

教
育 

子
育
て 

医
療 

金
融 

交
流 

商業 文
化 

業
務
産
業 

宿
泊 中

小
規
模 

大
規
模 

広域都市拠点 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

★ ★ ★ ★ 

にぎわいとみどりの都市拠点 ★ ★ ★ ★ 

生活拠点   ★  

暮らしのかなめ     

 「立地適正化計画」で定める都市機能例 
その他の 

都市機能例 

 〇  ：現に存する都市機能であり、維持・育成を図るもの 
 ★  ：現に存する又は新たに誘導する都市機能であり、拠点を創り育てるもの 
 ■  ：立地適正化計画で定めることのできる、拠点を作り育てる都市機能 
 ■  ：立地適正化計画で定めることができないが、拠点を創り育てる都市機能 

 

《 図１ 誘導施設の概念図 》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市街化調整区域 

広域都市拠点、にぎわいとみど
りの都市拠点（エリアＡ） 

エリアＣ 

 生活拠点、暮らしのかなめ 
(エリアＢ) 

都市機能誘導区域 

①広域利用施設【拠点型】 
②地域の拠点的な施設【拠点型】 ②地域の拠点的な施設 

【拠点型】 

①はこれまでの都市計画制度において生活利便機能や一定の
商業機能などの集積は図られてきたが、消費がモノからコト
への社会状況等の変化への対応が必要となっている状況 
誘導施設に設定し戦略的に維持・誘導 

②、③は、これまでの都市計画制度のも
と、生活利便機能は充足している状況 
そのため誘導施設に設定しない 

③日常利用する施設 
【分散型】 暮らしのかなめ 

居住誘導区域 

凡例 利用圏域【型名】 都市機能名（施設例） 

 広 域 利 用 施 設 
【拠点型】 

・商業機能（大規模商業施設（１万㎡超）） 
・文化機能（映画館、音楽・演劇ホール） 

 

広 域 利 用 施 設 
【拠点型】 

・業務産業機能（オフィス）  
・宿泊機能（ホテル） 等 

広 域 利 用 施 設 
【適地型】 

・教育機能（大学） ・子育て機能（教育センター）  
・医療機能（病院） 等 

 地域の拠点的な施設 
【拠点型】 

・介護福祉機能（高齢者福祉センター） ・社会教育機能（図書館） 
・商業機能（店舗） ・交流機能（コミュニティセンター） 
・金融機能（銀行） 等 

 日常利用する施設 
【分散型】 

・介護福祉機能（通所系施設）・子育て機能（保育園） 
・医療機能（診療所） ・教育機能（地域活用型学校） 
・交流機能（集会所） ・商業機能（スーパーマーケット） 等 

 

誘導施設として誘導 
  

 

その他の都市機能として維持  
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ＳＴＥＰ４ 都市機能誘導区域の設定条件、誘導施設の設定条件 

町田市立地適正化計画が目指すまちづくりの実現のため、設定フローに沿って、都市機能誘

導区域及び誘導施設を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市機能誘導区域の設定条件 
拠点内で誘導施設を誘導すべき詳細な区域は、

拠点中心から回遊する範囲で誘導施設の立地が適
した区域を基本としつつ、地形地物や現況施設、
まちづくり計画の区域などの各拠点の状況を考慮
して設定します。 

誘導施設の設定条件 
都市機能誘導区域内に誘導する誘導施

設は、拠点を創り育てるために求められ
るニーズを考慮して設定します。 
 

都市機能誘導区域（71ページ） 

条件 

１ 

 拠点中心から回遊する範囲を、区
域の基本的な範囲とします。 

駅を中心とした一般的な徒歩範
囲：半径800ｍ以内 

 

条件 

２ 

 現在の用途地域のうち、誘導施
設（大規模商業施設、映画館、
音楽・演劇ホール）の立地が適
した類型に誘導区域を設定して
いきます。 

商業地域、近隣商業地域 

 

条件 

３ 

 条件１・２に該当する箇所を候
補としながら、地形地物・実際
の各施設の立地、まちづくり計
画の区域等の各地区状況も考慮
し、総合的に判断して区域の境
界を設定します。 

 沿道のみ商業地域・近隣商業地
域が指定されている箇所（背後
地が住居系等の用途地域の箇
所）は、誘導施設が立地できな
い敷地条件となるため、除外し
ていきます。 

 

都市機能誘導区域・誘導施設の設定条件 

都市機能誘導区域を設定する拠点 
・広域都市拠点 
・にぎわいとみどりの都市拠点 

誘導施設として設定する都市機能 
・大規模商業機能 
・文化機能 

誘導施設（71ページ） 

条
件 

１ 

 商業機能のうち、時間消費型
のショッピングニーズなど多
様なニーズに対応した施設と
します。 

大規模商業施設 
（10,000㎡超） 

条
件 

２ 

 文化機能のうち、誰かと一緒
に楽しんだり、体感できるよ
うなエンターテイメント施設
により、人の集客拠点となる
施設とします。 

映画館 
音楽・演劇ホール 
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